
 

美浜町公告第２０号 

 

 

令和７年度美浜町職員採用候補者試験公告 

 

令和７年度美浜町職員採用候補者試験を次のとおり実施します。 

 

令和７年７月１日 

 

美浜町長 戸嶋 秀樹      

 

 

１ 試験区分、採用予定人員、受験資格等 

試験は、次の試験区分ごとに行います。受験できる試験区分は、このうち一職種に限

られます。 

なお、採用予定人員についてはあくまで見込みであり、必ずしもこの人員を採用する

とは限りません。また、試験の結果によっては、採用予定人員を増減する場合又は合格

者なしとする場合があります。 

試験区分 
採 用 

予定人員 
職務内容 受験資格 年齢要件 

事 務 

（高校卒業枠） 
２名 

一般行政事務

に従事 

学校教育法に定める高等学校を令

和８年３月３１日までに卒業する

見込みの者 

平成１９年

４月２日か

ら平成２０

年４月１日

の間に生ま

れた者 

事   務 ５名 
一般行政事務

に従事 
必要なし 

昭和６１年

４月２日以

降に生まれ

た者 
事 務 

（移住・定住） 
１名 

一般行政事務

に従事 

次の要件を全て満たす者 

・美浜町外に本社を置く民間企業

（団体及び自営業者を含む。）、国の

機関及び美浜町外の地方公共団体

の機関における、町外での職務経験

が令和７年７月１０日までの間に

おいて、通算して３年以上の者 

・令和７年７月１０日現在で、美浜

町外に在住の者 

・採用後、美浜町内に定住できる者 



 

2 

試験区分 
採 用 

予定人員 
職務内容 受験資格 年齢要件 

土木技師 ２名 

土木に関する

専門的業務の

ほか、一般行

政事務に従事 

学校教育法に定める高等学校以上の

学校において土木に関する課程を修

了した者（令和８年３月３１日までに

修了見込みの者を含む。）又は技術士、

１級又は２級建築士、１級又は２級土

木施工管理技士、測量士、測量士補の

いずれかの資格を有する者（令和８年

３月３１日までに上記資格取得見込

みの者を含む。） 

昭和６１年４

月２日以降

に生まれた

者 

保 育 士 ３名 
保育業務に従

事 

保育士資格を有する者（令和８年３

月３１日までに保育士資格取得見

込みの者を含む。） 

保 健 師 若干名 

保健に関する

専門的業務の

ほか、一般行

政事務に従事 

保健師資格を有する者（令和８年３

月３１日までに保健師資格取得見

込みの者を含む。） 

看 護 師 若干名 

看護に関する

専門的業務の

ほか、一般行

政事務に従事 

看護師資格を有する者（令和８年３

月３１日までに看護師資格取得見

込みの者を含む。） 

社会福祉士且

つ 

精神保健福祉士 

若干名 

福祉に関する

専門的業務の

ほか、一般行

政事務に従事 

社会福祉士資格及び精神保健福祉士

資格を有する者（令和８年３月３１

日までに社会福祉士資格及び精神保

健福祉士資格取得見込みの者を含

む。） 

学芸員 若干名 

文化財等歴史

関係業務のほ

か、一般行政

事務に従事 

学芸員資格を有し、考古学又はこれ

に類する分野に精通する者 

 

(1) 学歴は問いませんが、高校卒業程度の学力を必要とします。 

(2) 次の各号のいずれかに該当する者は受験できません。（地方公務員法第１６条に規

定する欠格条項） 

ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者 

イ 美浜町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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２ 試験の日時、場所、方法及び発表 

試験は、第１次試験、第２次試験及び受験資格等の調査とし、第２次試験及び受験資

格等の調査は、第１次試験合格者に対して行います。 

なお、第１次試験は、福井県町村職員統一採用候補者試験実施委員会に委託して、他

町の職員採用候補者試験と同一の日時に行います。 

 

(1) 第１次試験 

① 日時 令和７年９月２１日（日） 午前８時４５分～１２時２０分 

 

② 場所 嶺南会場 福井県立若狭高等学校（小浜市千種１丁目６－１３） 

     嶺北会場 福井県自治会館（福井市西開発４丁目２０２番１） 

      

※ 次の方に対しては、試験場所等について配慮いたしますので、試験申込みにあ

わせて必ず申し出てください。 

ア 試験会場で車いすを使用する者 

イ 通常の机、いすの使用による受験に支障のある者 

ウ その他受験に際して個別対応が必要と思われる事項がある者 

 

③ 方法 

区  分 方法 内  容 

第１次試験 

適性検査 

１５０題 

２０分 

職場適応性検査 

公務員としての

職業生活への適

応性について、職

務への対応や対

人関係面での性

格特性をみるも

の。 

１５０題 

２０分 

性格特性検査 

公務員に求めら

れる６つの資質に

ついて、性格特性

をみるもの。 

教養試験 
４０題 

２時間 

時事、社会・人文、

自然に関する一般

知識を問うもの。 

文章理解、判断・数

的推理、資料解釈に

関する能力を問う

もの。 

（五肢択一式・各

職種共通） 

※ 筆記試験は活字印刷文により出題します。 
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④ 第１次試験の合格発表 

令和７年１０月中旬までに、美浜町役場の掲示場において公告するほか、受験者

全員に通知します。 

 

(2) 第２次試験 

① 期日及び場所 

期日 令和７年１０月２５日（土）～２６日（日） 

場所 美浜町役場 

※ 時間等詳細については、第１次試験の合格者に通知します。 

※ 受験者が多数となった場合には、２日間に分けて試験を実施する場合 

があります。 

 

② 方法 

第１次試験合格者に対して、作文試験及び口述試験（個別面接）を行います。 

ア 作文試験は、主として文章による表現力等をみるために行います。 

イ 口述試験は、主として受験者の人柄、性格、専門的知識及び職務遂行能力等

をみるために行います。 

③ 受験資格等の調査 

受験資格の有無及び試験申込書記載事項の真否その他について調査します。 

 

④ 最終合格発表 

令和７年１１月下旬までに美浜町役場の掲示場において公告するほか、第２次試

験の受験者全員に結果を通知します。 

 

 

３ 合格から採用まで 

(1) 最終合格者は、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿に記載され、美浜町職員

として採用される資格を持つことになります。 

なお、採用候補者名簿は、名簿確定後原則として１年間有効です。 

 

(2) 採用は、欠員補充等必要が生じた場合に行うことになりますが、その際は、本人

の志望等を考慮のうえ決定することになります。（原則、令和８年４月１日以降） 

 

(3) 資格又は免許の取得が受験資格要件となっている試験区分については、採用候補

者名簿に記載されても「１ 試験区分、採用予定人員、受験資格等」の表中に記載

してある所定の期日までに資格又は免許を取得しなければ正式採用されません。 

 

 

４ 採用された場合の給与等（令和７年４月１日現在） 

給与は美浜町の一般職の職員の給与に関する条例等に基づいて支給されます。 

経験等のある場合はその内容、期間に応じて加算されます。 

また、給料の他、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、勤

勉手当等が支給されます。 

年齢別の給料、年間給与の参考額（目安）は、下記のとおりです。 
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＜参考＞ ※職歴により金額が変動するため、あくまで参考です。 

   ①大卒で職務経験３年の場合（上限）の給料月額２３０，０００円 

    

②美浜町職員の平均給与（年額） ※年に１回昇給します。 

 

 

 

 

 

 

 

③職務経験のない場合の初任給（令和７年４月１日現在） 

事務、事務（情報）、事務（移住・定住）、土木技師、保育士、 

社会福祉士且つ精神保健福祉士 

 

 

 

 

保健師、看護師 

 

 

 

 

 

 

５ 受験手続 

(1) 試験申込書の請求 

ア 直接又は郵送の場合 

試験申込書は、美浜町役場総務課（〒919-1192 福井県三方郡美浜町郷市第２５

号２５番地）で交付します。 

郵便によって試験申込書を請求する場合は、封筒の表に「職員採用候補者試験申

込書請求」と朱書きし、次の事項を記入した用紙（様式任意）に、１４０円分の切

手を貼付した返信用封筒（角形２号 郵便番号と返信先を明記したもの）を同封

し、請求してください。電話やメールでの請求は受付できませんので御了承くださ

い。 

① 受験予定者の氏名（ふりがなを付してください。） 

② 試験申込書の送付先（電話番号） 

③ 希望する試験区分 

 

イ ホームページからダウンロードする場合 

美浜町ホームページの「採用情報」ページに試験申込書の様式を掲載しています

ので、ダウンロードしてＡ４版の白色上質紙（官製はがき程度の厚手の紙）に黒色

で印刷し、それに必要事項を記入のうえ提出してください。 

 

 

年齢 平均給料（月額） 平均給与（年額） 

２５歳 ２３万円 ４３０万円 

３０歳 ２７万円 ５５０万円 

４０歳 ３２万円 ６２０万円 

職種 高校卒 短大卒 大学卒 

給料月額 １８８，０００円 ２０１，０００円 ２１３，６００円 

職種 短大３卒 大学卒 

給料月額 ２１８，８００円 ２２５，８００円 
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(2) 試験申込書の提出先及び提出方法 

ア 持参又は郵送の場合 

試験申込書に必要事項を記入し、本人の写真（サイズは縦４㎝×横３㎝、上半

身、脱帽、正面向きで、申込前６か月以内に撮影したものに限る。カラー写真）を

所定の箇所に貼付し、美浜町役場総務課に提出してください。 

 

イ インターネット利用の場合 

「ふくｅ－ねっと電子申請サービス」を利用することにより、インターネットを

経由して受験申込ができます。この場合、電子申請サーバーに申込データが到達し

た後、内容確認等をしたうえで結果通知発行をお知らせする電子メールを送信いた

しますので、「ふくｅ－ねっと電子申請サービス」上で結果通知を必ず確認し受験

票を入手してください。この受験票を印刷のうえ、アに掲げた規格の写真を貼付

し、受験当日に必ず持参してください。詳しくは、美浜町のホームページの「採用

情報」ページを参照してください。 

 

(3) 申し込みに際しての注意点 

ア 住所は、試験結果の通知先で、確実に連絡のとれる住所を記入してください。 

イ 試験日程の延期や会場の変更など、緊急連絡事項を知らせることも想定されるた

め、受験者本人に確実に連絡のとれる電話番号（携帯電話番号）及び E-mailを記

入してください。 

ウ 学歴欄は、義務教育終了後から最終学歴（卒業見込みを含む。）までを古いもの

から順に記入してください。 

エ 職歴欄は、新しいものから順に上段から記入してください。 

オ 受験に必要な免許・資格については、資格・免許等欄に必ず記入してください。

（取得見込みの場合も含む。） 

カ 試験申込書の署名欄は必ず自署してください。（電子申請は自署不要） 

キ この試験は、福井県町村職員統一採用候補者試験実施委員会が県内各町の委託を

受け、同時に実施しています。他の町の採用試験と併せて申し込みすることは、ご

遠慮ください。 

ク 令和７年度職員採用試験（先行募集：美し美浜枠）と重複申し込みはできませ

ん。 

 

(4) 受験票の交付 

ア 試験申込書を受理後に受験票を交付します。（不備がない場合に限る。） 

イ 試験当日、受験票に写真が貼られていない場合や、受験票を忘れた場合は、原則

として受験することができません。 

ウ 受験票は試験会場で回収します。合格発表は受験番号のみで行うため、受験票の

受験番号は必ず控えておいてください。 

 

 

６ 受付期間 

(1) 持参又は郵送の場合 

受付期間は、令和７年７月１０日（木）から令和７年８月１日（金）までとし、

受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとします。 

ただし、土曜日、日曜日、祝日は除きます。 
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郵送の場合は、必ず「書留郵便」とし、令和７年８月１日（金）までの消印のあ

るものに限り受け付けるものとします。なお、７月３０日（水）以降の郵送は「速

達書留」で行ってください。 

 

(2) インターネットで申し込む場合 

受付期間は、令和７年７月１０日（木）午前０時から令和７年８月１日（金）午

後５時１５分までとします。 

上記期間中は、８月１日（金）を除き２４時間受け付けますが、最終日の８月１

日（金）については、午後５時１５分までに電子申請サーバーに申込データが正常

に到達したものに限り受け付けることとします。 

 

 

７ その他 

(1) 災害の発生等やむを得ない事情により試験日時、試験会場等を変更する場合があ

ります。 

(2) この試験は、国家公務員、教育公務員、県職員及び他の市町等の職員の採用試験

ではありませんから注意してください。 

(3) 申込締切後の試験区分の変更は認めません。 

(4) 過去の試験問題等の公表は行っていません。 

(5) 受付手続その他の問い合わせは、下記までお願いします。 

美浜町総務課 直通電話：0770-32-6700 代表電話：0770-32-1111（内線 211） 

(6) インターネットによる案内は、次のとおりです。 

美浜町ホームページアドレス（https://www.town.fukui-mihama.lg.jp） 


